
令和８年度診療報酬改定

令和８年度改定における「ベースアップ評価料」の見直しの概要

②大幅な増点

①対象職種の拡大
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③令和8年度・9年度の段階的評価

④継続的賃上げ実施医療機関とそれ以外で異なる評価

算定 → 職員の賃上げ
人材確保に活用

はじめに①
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現行 改定後

当該保険医療機関に勤務する職員

4 0 歳未満の医師・歯科医師・薬局薬剤師、
事務職員

主として医療に従事する職員

例）薬剤師・看護師・看護補助者 等

はじめに②

対象職員の拡大

Ｒ６改定
ベースアップ評価料

相当分

令和７ 年度以前から
継続して賃上げを行っている医療機関等

令和８ 年度から賃上げを行う 医療機関

① Ｒ８改定
外来ベースアップ

評価料（Ⅰ）

初・再診料

令和８年度

初・再診料

令和９年度

② Ｒ８改定
外来ベースアップ

評価料（Ⅰ）

（①の２倍）

① Ｒ８改定
外来ベースアップ

評価料（Ⅰ）相当分

令和８年度

初・再診料

令和９年度

② Ｒ８改定
外来ベースアップ

評価料（Ⅰ）相当分

（①の２倍）

Ｒ６改定
ベースアップ評価料

相当分

令和９年度令和８年度
34点17点初診時
８点４点再診時

令和９年度令和８年度
40点23点初診時
10点６点再診時
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（参考）外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）の評価体系①

初・再診料

（ 参考） R６ 改定
外来ベースアップ評価料(Ⅰ)

6点初診時

2点再診時
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Ｒ ６ 改定 Ｒ ８ Ｒ ９

R７ 以前から算定等
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Ｒ ６ 改定 Ｒ８ Ｒ９

R８ から算定
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Ｒ ６ 改定 Ｒ ８ Ｒ ９

R７ 以前から算定等
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（参考）外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）の評価体系②
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＝ 継続的に賃上げを実施する保険医療機関（外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）の注５に該当する医療機関）

① 令和８年３月までにベースアップ評価料を算定している保険医療機関

あるいは

② これまでベースアップ評価料を算定しておらず、令和８年度にはじめ
てベースアップ評価料の届出を行う保険医療機関であっても、ベース
アップ評価料を算定する月の対象職員の基本給等を合計し、その額を令
和６年３月時点と比較した場合に、5.5%（看護補助者、事務職員につ
いては８%）に相当する水準以上のベア等を行った保険医療機関
※ ②に該当する医療機関は令和６年３月時点と比較して、

・看護師等は5.5%
・看護補助者、事務職員については８%
に相当する水準以上のベア等を行っていることを「様式9８」に記載して提出します

（参考）高い点数が算定できる医療機関



届出について

すべての医療機関で届出が必要です

届出の際に「賃金改善計画書」の作成は不要になりました

すべての医療機関で届出が必要です
（6 月から算定する場合 5月７日から６月１日までに届出（必着））
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事前にご用意いただく もの
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届出書の作成
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最初に「別添２」を作成します
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次に「様式９５」を作成します

•

•
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「様式９５」の作成①

•

•
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「様式９５」の作成②
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「様式９５」の作成③
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(参考)届出後の報告について

令和９年令和８年

９月～８月９ 月～８ 月７ 月６ 月５ 月４ 月３ 月２ 月

令和７ 年度の
実績報告

算定・ 賃上げ実施
届
出

Ｒ６ 改定の
ＢＵ評価料

令和８ 年度の
実績報告

令和８ 年度の
中間実績報告

算定・ 賃上げ実施
届

出

Ｒ８ 改定の
ＢＵ評価料
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(参考)届出・報告のスケジュール



今回のベースアッ プ評価料は、 令和８ 年度に3.2％（ 看護補助者・ 事務職員は

5.7％） の賃上げを実現し 、 令和９ 年度には令和８ 年度の２ 倍の賃上げを目指すと

されており ますが、 これはあく までも政府の目標です。

ベースアッ プ評価料の算定要件は評価料として入ってきた収入を全額賃上げに使う

ことであり 、 目標の数値に届く ことは要件となっていません。

したがって、 賃上げ目標の数値に届かなく てもベースアッ プ評価料は算定できます。

もちろん、 ベースアッ プ評価料による収入に医療機関の自助努力を加えることで政

府目標の数値を目指す、 という ことを妨げるものではあり ません。
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(参考)賃上げの目標について
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令和８年４月１日付け厚生労働省保険局医療課

令和８ 年度診療報酬改定において、 令和８ 年度及び令和９ 年度にそれぞれ3.2％分のベー

スアッ プ実現を支援するための措置（ 看護補助者及び事務職員についてはそれぞれ

5.7％） が講じられたところ、 ベースアッ プ評価料を算定しても3.2％及び5.7％のベース

アッ プを達成できない場合であっても、 ベースアッ プ評価料は算定できるのか。

問７

可能。 ただし 、 施設基準に定めるとおり 、 当該評価料により得られる収入は、 全て、 対象

職員の基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ及びそれに伴う 賞与、 時間外手当、

法定福利費（ 事業者負担分等を含む。 ） 等の増加分に用いること 。

（ 答）

( 参考)疑義解釈（その２）


